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交際費5000円基準について臭体的な事例で教えてください。
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交際費課税は1954年の制度創

設以来、一貫 して強化 され、

1979年度の税制改正により原則
として全額が損金不参入となり

ました (中小企業は例外)。これ

に対 し産業界から猛反発があり、

判断します。従って、一次会費用、二次会費用
とも交際費等から除外されることとなります。

ところがゴルフ好 きは要注意です。得意先を
ゴルフ接待 し、プレー費が一人5000円、その場
でのパーティ代が一人4500円なんて場合、飲食

費用のパーティ代は交際費から除外されると思
いきや、これが 「そうは問屋が卸さない」なので

す。パーティはゴルフ接待の一連の行為とみなさ

れ除外されず、9500円全額が交際費等として認

定されてしまいます。

ちょっとややこしい判断例です。税抜 き経理

を採用 している会社においては、接待費用が税

込みで一人当たり5200円となった場合どうする

か ? 税 込み5200円を税抜 き計算すると4952円

になるのでこの場合は交際費等から除外されま

す。5000円以下の判定は、会社が採用 している

消費税の経理処理の区分に従って、税込み、ま

たは税抜 きで行うことになっています。

また、「台湾出張で取引先と会食をした」など

良 くあることかもしれません3調 ∞円基準は国

内、海外の制限はないことになっていますので、

当然、海外での飲食も5000円までは交際費等か

ら除外されます。ただしこの場合の外貨換算方

式は、原則として飲食 した日の電信売買相場の

伸値を使用することになっているので注意してく

ださい。
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2002年度の税制改正により定額基礎控除力当00万

円に統一され、さらに翌2003年度の改正で損金

割合が200/0から10%に 縮月ヽされました。そして

今回の改正では、飲食費について交際費等の範
囲と金額基準が明確になりました。いわゅる
5000円基準です。その骨子については前回でも

書いたのでご参照いただくとして、今回は 「交際
費、こんな時どう判断する?」 という具体例を
ご紹介しましょう。

従来は 「酒類は概ねビール1本程度、あるい

は金額的には大体3000円程度」が交際費として

容認するか否かの境日でした。今後は何杯飲ん
でも5000円以下という金額基準で判断します。
注意したいのは、ちょっと豪勢に一人 1万 円に
なった場合。5000円を超えた部分という判断は
せず全額が交際費となり、10%が 損金不参入と

なります。

「一軒じゃ物足りない呑ん兵衛、一次会の費用
が一人4500円、二次会の費用が一人3000円、両
方で5000円を超えてしまったと」という場合、一

人当たりの金額はあくまで支払った相手ごとに

Ｓ

呂

呂

電

題

軍

■

１

1これ|から1寺|ず,と1中41金1業|め1強ti錬|おであり続けたい■l
車本揮1済を章えているやⅢ会寒をあらゆ|1南|から,|ポ|卜じtど歳1霊いた|たて:ここに、 ありますと

@!Ⅲ争1雑式会=|‐1鯨=鶴1綜
当社の存在低値が

研


